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介
護
サ
ー
ビ
ス
に
は
、
在
宅
で
平

均
14
万
円
／
月
、
施
設
で
平
均
28
万

円
／
月
と
多
く
の
費
用
が
か
か
り
ま

す
。
介
護
保
険
制
度
で
は
、
保
険
適

用
費
用
の
9
割
に
つ
い
て
保
険
給
付

が
さ
れ
る
た
め
、
被
保
険
者
本
人
は
、

原
則
１
割
の
自
己
負
担
で
、
介
護

サ
ー
ビ
ス
の
利
用
が
で
き
ま
す
。

　

保
険
給
付
に
必
要
な
財
源
は
、
１

号
被
保
険
者（
65
歳
以
上
）と
2
号
被

保
険
者（
40
〜
64
歳
）が
負
担
す
る
介

護
保
険
料
と
、
国
、
県
、
市
の
公
費

負
担
な
ど
で
賄
わ
れ
て
い
ま
す（
図

表
①
参
照
）。

　

介
護
保
険
制
度
は
、
介
護
に
必
要

な
費
用
に
つ
い
て
、
高
齢
者
本
人
も

含
め
、
世
代
・
地
域
を
超
え
、
全
国

民
で
負
担
し
支
え
合
っ
て
い
る
こ
と

が
わ
か
り
ま
す
。

世
代
間
と
国
民
の
支
え
合
い
で

成
り
立
っ
て
い
ま
す

介護保険
その財源と
費用負担

介護保険料は
基準月額4,900円から

　65歳以上の方に負担いただく平成21年度から平成23年
度の「介護保険料基準月額」は、前期保険料と比べて100
円を引き下げ、月額4,800円（年額57,600円）になりました。

第４期介護保険料の決め方
①将来の給付水準と給付費用を予測
　平成21年度からの介護報酬改定と高齢化を考慮し、介護
予防や介護給付に必要な費用を予測（年間平均77億円）
②65歳以上の負担額を計算
　○第４期保険料の基準額＝介護保険に必要な費用×20％：
　　65歳以上の負担割合÷65歳以上の延べ人数
　○保険料＝上記の基準額×保険料段階の倍率
　保険料は世帯の課税状況や本人の所得状況により、図表
②（5ページ）のとおりとなります。

基金や国の交付金を活用し負担抑制　図表③
　第４期介護保険料の算出にあたっては、高齢者の増加に
加え、税制改正の激変緩和措置の終了、介護報酬の増額
改定などがあり、介護保険料の引き上げは避けられない状
況でした。
　しかし、第3期で財政調整基金を積み増し、第4期にその
基金繰入れと国の交付金を活用することで、21年度から３ヵ
年にわたり基準月額100円を引き下げることができました。

保険料段階は６段階から８段階に　図表②
　税制改正に伴う激変緩和措置が第3期で終了することに
伴い、介護保険料が大きく上昇することのないよう、｢市民税
世帯非課税で合計所得金額が 80万円以下｣と、｢市民税本
人課税で合計所得金額が 125万円未満｣の段階を新たに設
けました。
　全体を6段階から8段階に増やすことで負担率の軽減を
図るほか、どの段階でも原則、介護保険料が下がるように
計画しました。（詳しくは市ホームページをご覧ください）

③
│
サ
ー
ビ
ス
の
自
治
体
比
較

　

グ
ラ
フ
は
居
宅
系
・
施
設
系
の

被
保
険
者
１
人
あ
た
り
の
介
護

保
険
給
付
費
を
表
し
た
も
の
で
、

右
上
に
い
く
ほ
ど
給
付
水
準
が
高

い
こ
と
を
示
し
ま
す
。
高
山
市
は

他
市
と
比
べ
て
居
宅
系
・
施
設
系

と
も
に
高
い
給
付
水
準
を
示
し
て

い
ま
す
。

　

高
山
市
の
保
険
給
付
額
全

体
で
は
、
平
成
12
年
度
で
施
設

系
19
億
3
千
万
円
、
居
宅
系

11
億
１
千
万
円
と
、
施
設
給
付
の

割
合
が
高
い
の
に
対
し
て
、
平
成
19

年
度
で
は
、
施
設
系
26
億
9
千
万

円
、
居
宅
系
33
億
3
千
万
円
と

居
宅
給
付
の
比
率
が
高
く
な
っ
て

い
ま
す
。
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第1号被保険者1人当たり施設＋特定入所介護サービス給付月額（円）

第
１
号
被
保
険
者
１
人
当
た
り

居
宅
＋
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
給
付
月
額（
円
）

栃木
茨城

福島
静岡
山梨 京都

宮崎
秋田

岩手
北海道 山口

福井

熊本
高知
富山

佐賀
鹿児島 石川

香川
新潟

大分

福岡
島根 鳥取 徳島
広島

沖縄

岡山

和歌山
愛媛
長崎

青森

兵庫

長野

三重
滋賀

大阪

東京

山形

奈良

群馬宮城

愛知

神奈川

千葉

埼玉

岐阜県

全国

高山市

介護サービスに必要な費用と負担の仕組み　図表①

サ
ー
ビ
ス
利
用
者
の

本
人
負
担
額

（
費
用
の
１
割
）

市
12.5％

保険給付（費用の9割）

国・県国・県
37.5％37.5％

第1号被保険者第1号被保険者
保険料保険料
20.0％20.0％

第2号被保険者第2号被保険者
保険料保険料
30.0％30.0％

国・県
37.5％

第1号被保険者
保険料
20.0％

第2号被保険者
保険料
30.0％

4,800円に


